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SIAA管理責任者講習会_大阪 (11/28) Q&A 

SIAA事務局 

11/28の管理責任者講習会及びフォローアップ研修に、ご参加いただきありがとうございました。

当日は、Webinarでのご参加の方からのご質問にも回答いたしましたが、時間の都合で全てのご

質問にお答えすることは出来ませんでした。ここに、当日回答できなかったご質問とそれに対す

る回答を記載します。 

 

 ご質問 回答 

1 抗ウイルス製品に関して、お客様

からズバリ、COVID-19 に対して

効果はあるのか？という問合せを

受けるのですが、どのような回答

するのが適切ですか？分かりませ

んではなく、なにかしらの見解を

添えて回答できるとベストだと思

っております。 

抗ウイルス加工製品の広告等に関する考

え方は次の通りです。 

ISO 21702（試験方法）による新型コロナ

ウイルスに対する効果を調べていても、その

結果を広告として消費者に示すことは、薬機

法に抵触する可能性が大と考えられます。ま

た、COVID-19は、コロナウイルス感染症と

いう病名ですので、この名称を用いた広告も

不可と考えた方が宜しいかと思います。 

新型コロナウイルスに対する効果を調べ

ていないにも拘らず、あたかも効果があるよ

うに謳うと、景表法にも抵触する恐れがあり

ます。 

新型コロナウイルスへの効果を実際に確

認し、それを B to Bで伝えた場合、顧客がそ

の結果（新型コロナウイルスへの効果）を消

費者向けの広告等に記載すると、薬機法に抵

触する可能性大です。 

抗ウイルス加工製品の広告等においては、

B to B であっても薬機法や景表法に十分留

意することが必要です。 

御社の具体的な回答案があれば、それを御

社の法務部、顧問弁護士または自治体の薬務

課にご相談されることをお勧めします。 

更にご質問がある場合は、事務局までご連

絡ください。 

以上 


